
（様式第４号）

○不利益処分の処分基準

　子ども未来部　子ども保育課

　保育所及び認定こども園における保育及び登園の停止並びに退所
（園）に関する処分

　徳島市立保育所条例、徳島市立認定こども園条例

　徳島市立保育所条例第７条、徳島市立認定こども園条例第１１条

　子ども保育課　入所係（電話：０８８－６２１－５１９３）

基 準

１　徳島市立保育所
　市長は、保育所に入所している乳児又は幼児が次の各号の一に該当
すると認めるときは、その保育を一時停止し、又は退所処分にするこ
とができる。
　⑴　感染性の疾病があるとき。
　⑵　その他保育所の管理上特に不適当なとき。

２　徳島市立認定こども園
　市長は、園児が感染症に感染しているとき等認定こども園の管理上
必要があると認める場合は、当該園児に登園の停止を命ずることがで
きる。
　市長は、認定こども園の管理上特に必要があると認めるときは、退
園の処分をすることができる。
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